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阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

情
報
企
画
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ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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成
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十
年
三
月
三
十
日
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阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
条
例

第
四
十
五
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

条
例
別
表
第
一
の
規
則
で
定
め
る
事
務)

第
二
条

条
例
別
表
第
一
教
育
委
員
会
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
特
別
支
援
学
校
へ

の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
経
費

の
支
弁
に
準
じ
て
支
弁
す
る
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
算
定
に
必
要
な
資

料
の
受
理
、
そ
の
資
料
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
資
料
の
提
出
に
対
す
る
応
答
に
関

す
る
事
務
と
す
る
。

(

条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
情
報)

第
三
条

条
例
別
表
第
二
知
事
の
項
の
第
二
欄
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
特
定
個
人
情
報
は
、
特
別

支
援
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
等
の
保
護
者
等(

幼
児
、
児
童
又
は
未
成
年
の
生
徒
に
つ
い
て
は
学
校

教
育
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
、
成
年
に
達
し
た
生

徒
に
つ
い
て
は
そ
の
者
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

又
は
当
該

保
護
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
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項
の
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項

の
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報

と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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